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TAC出版 

科目 P 行等 改正前 改正後 

安衛 
第１分冊 

217 

⑶ 表題 
⑶建築物貸与者の講ずべき措置

（法 34条） 

⑶建築物貸与者の講ずべき措置

（法 34条、令 11条） 

⑶ 条文 

１行目 
政令で定めるもの 

政令で定めるもの（事務所、工場

その他の事業の用に供される建

築物） 

雇用 
第２分冊 

144 

上から 

１行目 
②【例２】 ②【例２】※1-1 

側注 

アドバイス※1-1

を新規追加 

アドバイス※1-1 

「教育訓練休暇給付金」については、１日でも教育訓練休暇を取得し

た月は支給対象月とはなりませんので、注意しましょう（行政手引

56728 のハ）。 

上から 

３～４行目 

出生後休業支援給付金及び教育

訓練休暇給付金 
出生後休業支援給付金 

 

以 上 


